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０．住民税について

• 住民税は、前年（1月1日から12月31日）の所得に対して課税

• たとえば、令和６年度の住民税は、令和５年分（令和５年1月1日から令和５年12月31日）の
所得に対しての課税。

• 住民税は、１月１日にお住まいの市区町村で課税されます。

• 所得税は「年分」、住民税は「年度」。所得税では「令和５年分」となりますが、住民税では「令
和６年度」ということになります。

• 所得税では「申告納税方式」がとられていますが、住民税は、「賦課課税方式」となります。
給与支払報告書や、所得税の確定申告書、住民税の申告書などの情報を元に、市区町村
が賦課決定し、５月末までに住民に通知します。

• 個人住民税の｢特別徴収｣とは、会社が従業員（納税義務者）に代わり、毎月の給与から個
人住民税を天引きし、納入する制度。

• 普通徴収の場合は、住民税決定通知書は、市区町村から住民に直接送付されます。

• 特別徴収による場合は特別徴収税額通知書が会社に送られ、会社が従業員に配布します。



１．電子データ受け取りの概要

市区町村から５月末に届く「特別徴収税額通知書」について、

納税義務者用【＝従業員配布用】については、「電子データをeLTAXで受け取る」か
「書面で受け取る」か、選択できるようになります。

特別徴収義務者用【＝会社用】については、①電子データ、②書面のいずれかの
受け取りのみ選択できることとなります。（両方とも受け取る方式が廃止）

１月末に給与支払報告書をeLTAXで送付する際に、選択して頂く必要があります。



eLTAX 選択画面イメージ（開発中）

https://www.eltax.lta.go.jp/news/08038/②_PCdesk変更概要_20230602.pdf

https://www.eltax.lta.go.jp/news/08038/%E2%91%A1_PCdesk%E5%A4%89%E6%9B%B4%E6%A6%82%E8%A6%81_20230602.pdf?fbclid=IwAR3WRU7adTnV5uX0IWHKE98Dh_Jj-CJIdPknF-5-oXJM_QIU5yZ3Ug46YaM


２．そもそも「特別徴収税額通知」とは

【５月末】

市区町村ごとに下記の特別徴収税額通知が届く

【１月末】

市区町村ごとに給与支払報告書を送付

源泉徴収票

総括表（表紙） 納税義務者用【＝従業員用】

特別徴収義務者用【＝従業員用】



３．特別徴収税額通知（納税義務者用）とは

【５月末】

・各種所得や控除情報が載っている秘匿性
の高い通知書

・従業員への配布用に会社あてに届くもの。

・圧着式やシール式とされており、会社担
当者や他の従業員に見られないよう配慮

・５月末までに市区町村から届き、会社は５
月末までに従業員に配布する義務がある。

・住民税が賦課決定されたことの通知であ
り、従業員が不服申し立てをするなど機会
でもあり、あるいは金融機関等での所得証
明に使われることもある。

納税義務者用【＝従業員用】



４．特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）とは

【５月末】

・従業員ごとの税額一覧であり、６月から翌
年５月までに徴収すべき特別徴収税額の
記載がある一覧

・従業員の給与計算に用いる。

・これまでは、

①電子データでの受け取り

②書面での受け取り

③書面（正本）＋電子データ（副本）

での受け取りの３種類から選択可能
特別徴収義務者用【＝従業員用】



５．特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）
の変更点

現在ハガックスでは③の併用方式を活
用し、

・紙（正本）は会社担当者で受け取り

・電子データについては弊社から直接
ｅLTAXを確認し、給与計算代行等に用
いていました。

今後、①紙（正本）とする場合は、郵送で会社
が受け取った資料を、弊社に転送頂くか、

②電子データ（正本）とした場合は、会社・弊社
のそれぞれでデータ閲覧することとなります。

・１月末に給与支払報告書をeLTAXで送付する
際に、どちらの方式で受け取りするか選択し
て頂く必要があります。



６．特別徴収税額通知（納税義務者用）
の変更点

・これまでは市区町村から会社宛て
に郵送で届いていました。

・それぞれの市区町村から様々な
様式で届いていました。

・圧着式やシール式とされるなど、
他の従業員から見られないように配
布する必要がありました。

・電子データでの受け取りが新設されま
す。テレワーク等を進める会社では便利
だが、従業員それぞれへ電子配布するた
めの整備が必要

・１月末に給与支払報告書をeLTAXで送付
する際に、どちらの方式で受け取りする
か選択して頂く必要があります。



７．特別徴収税額通知（納税義務者用）
の電子データ受け取りの際の注意点



８．特別徴収税額通知（納税義務者用）
の電子データ受け取りの際の注意点２

・従業員ごとに「受給者番号」が必須入力となります。

・従業員（会社の定めた受給者番号）ごとに以下の２つのファ
イルがeLTAXに格納されます。

・会社の担当者がダウンロードし、誤りのないように各従業員
に個別に配布する必要があります。

①電子データ（正本）：通知書のPDFが格納されたパスワード
付きZIP圧縮ファイル

②パスワード取得URLファイル：従業員の氏名及びパスワード
取得のためのリンクが記載されたPDFファイル（このリンク先で
パスワード取得履歴が表示され、不正な閲覧を防ぐ設計がさ
れています。）



９．特別徴収税額通知（納税義務者用）
の電子データ受け取りの際の従業員の注意点

また①②を受け取った従業員については、

まず、②パスワード取得URLファイル（左）に記載のURLより、パスワードを

確認しますが、この際、会社の担当者の配布誤りがあるかどうか、氏名を
確認する必要があります。

次に、パスワードを入力し、ZIPファイルを解凍し 通知書PDFを入手します。

参考：パスワード確認サイトの操作方法の動画youtubeリンク
「eLTAX特徴税通パスワード確認サイト ご利用の流れ」
【URL】https://youtu.be/V8XP2Q4-amw 

https://youtu.be/V8XP2Q4-amw


１０．特別徴収税額通知（納税義務者用）
の電子データ受け取りの際の従業員の注意点２

・ZIPファイルは暗号強度の高いAES256方式
の暗号で圧縮されており、Windows標準のエ
クスプローラーでは開けません。
・通知書では「IPAmj明朝フォント」が使われ

る予定ですが、人名等によっては文字化け
の可能性があるようです。

その他の注意点について、詳細はeLTAXの
特設サイトをご確認ください。
特設ページ 【URL】
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036 なお、サンプルデータをCubeICE（フリーソフト）を

使って解凍してみましたが、無事 特別徴収税額
通知書を確認することができました。

https://youtu.be/9ckSY9_C9gw


電子受け取り通知の利点の一つとして、
所得証明として用いるなどの場合は、
通知書記載のQRコード（又はPDFアップ
ロード方式もあり）を読むと、eLTAXの専用

サイト「特別徴収税額記載事項確認サイ
ト」により、通知書の真正性を確認できま
す。主に金融機関向けということになるか
と思います。

・eLTAX 特徴税通記載事項確認サイト ご利用の流れ
【URL】https://youtu.be/NYXm7RigOUY 

・eLTAX 特徴税通記載事項確認サイト ご利用の流れ （通知書
PDF ファイルアップロード版）
【URL】https://youtu.be/9ckSY9_C9gw 

https://youtu.be/NYXm7RigOUY
https://youtu.be/9ckSY9_C9gw


参考情報リンク

個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）電子化に係る特別徴収義務者向け
特設ページ

【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

・当該特設ページから各種リーフレット等が掲載されています。

・またサンプルデータ及びその注意事項が掲載されておりますので、併せてご参照くだ
さい。

https://youtu.be/9ckSY9_C9gw


最後に：選択方法を決定ください。

種類 受け取り方法

納税義務者用
【＝従業員用】

〇電子データをeLTAXで受け取る
〇書面を郵送で受け取る【従来方法】

特別徴収義務者用
【＝会社用】

〇正本の電子データをeLTAXで受け取る
〇正本の書面を郵送で受け取る【従来方法】

＊併用はできなくなりました

選択期限： １月末に給与支払報告書を送付するまで



お問い合わせ先

日本の経営者にもう一つの力を

Web ：www.hagax.com
電話 ：03-3476-1381
メール ：info@hagax.com

▷秋葉原事務所 Akihabara Office
千代田区神田富山町７番
BIZSMART神田富山町 506号

▷渋谷事務所（本店）Shibuya Head office
渋谷区桜丘町28番6号 芳賀ビル１Ｆ・２Ｆ

＜主要設備・状況＞
〇座席１７名、在籍１７名
〇セミナールーム１２名（ホワイトボード、モニター）
〇お客様駐車場あり

＜主要設備・状況＞
〇座席３名、在籍２名
〇レンタル会議室あり

https://www.hagax.com/
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